
 

 
 
 

工事中の無災害が厚生労働省労働基準局長から表彰される 

郡山署管内の建設工事現場に表彰状を交付 
 
 
 
下記の建設工事現場については、厚生労働省労働基準局長が定める建設事業無

災害表彰内規に基づき、下記事業場より郡山労働基準監督署長に対して「建設

事業無災害表彰申請書」を提出していたところ、今般、工期中の無災害が認め

られ、厚生労働省労働基準局長から表彰されることとなりました。  
よって、下記日程により、表彰状の交付式を行います。  

 
 

記 

 

１．交付式 

  日 時  平成 25 年 9 月 25 日（水）午後 2 時 00 分より 

  場 所  郡山労働基準監督署 二階会議室（署長 丸山 勇次） 

        （所在地 郡山市桑野 2－1－18） 

 

２．表彰状が交付される事業場 

事業場名  清水建設株式会社 東北支店 

工 事 名  株式会社福島情報処理センター 別館新築工事 

代 表 者  工事長 中島康之 

 

 

＜参考＞ 

「建設事業無災害表彰」とは、労働者災害補償保険の保険料（概算又は確

定）の額が 160 万円以上の工事現場において、工事期間中、業務上の死亡、

休業、身体障害を伴う災害がなかったものについて表彰するものです。  

    厚生労働省 福島労働局  
    郡山労働基準監督署発表  
    平成 25 年 9 月 17 日  
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郡山労働基準監督署  
安全衛生課長 森合吉徳  
電話 024－922－1355 


